
質 問 回 答 書 

2021年 12月 1日 

「（案件名）ガーナ国 5S-KAIZEN-TQMに焦点を当てた母子保健医療サービスの質の改善プロジェクト」 

 （公示日：2021年 11月 17日／調達管理番号：21a00839）について、以下のとおり質問いたします。 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1.  （P18） 

(6)活動の概要 

成果 1：対象施設にお

いて母子保健に関す

るガーナケア品質基

準が実践される。 

【ガーナケア品質基

準】 

 

P18 では、「活動 1-11：改訂した「ガーナ保健サ

ービス患者憲章」と「保健医療従事者憲章」の普

及ワークショップを州レベルで行う」と記載があ

りますが、P27（15）「ガーナ保健サービス患者

憲章」普及ワークショップの実施（活動 1－11に

関連）では、「開催はアクラで、ワークショップ

の参加者は各州から最大 2 名の職員を呼ぶこと

とする」と記載されています。 

これは、「アクラにおいて、普及ワークショップ

を州レベルの職員に対して行う」という理解で相

違ありませんでしょうか。 

「アクラにおいて、普及ワークショップを州レベ

ルの職員に対して行う」という想定ですので、ご

理解で相違ありません。 

2.  （P23） 

第 1 期：2022 年 2 月

～2024年 1月 

(1)対象郡の選定 

P23 では、「成果 1、2、4 の各州の対象郡は共通

とし、プロジェクト開始時に、対象州の州保健局

に各州ごとに 4郡を推薦してもらい、そこから施

設能力のアセスメントツールを用いて、リーダー

シップとガバナンスの状況を確認し、各州ごとに

2 郡/自治区に絞り込む。」と記載がありますが、

下記について、ご教示いただけませんでしょう

か。 

 

 成果 1、2 の対象は 4州 8 郡、成果 4 の対象

・成果 1、2、4 では、共通の対象郡となるという

想定ですので、ご理解に相違ありません。 

・「施設能力のアセスメントツール」は、GHS が

使用する既存のツールを活用する想定です。 



は 2州（アシャンティ州、ノーザン州）4郡

であり、成果 1、2、4では、共通の対象郡と

なるという理解で相違ありませんでしょう

か。 

 「施設能力のアセスメントツール」は、既存

のツールを活用する、もしくはプロジェクト

で作成する、いずれを想定されていますでし

ょうか。 

3.  （P25） 

(6)ベースライン調査

の実施、指標設定（活

動 0-1に関連） 

「ベースライン調査は、対象各州において対象の

州・郡病院全てと対象の HC、CHPS の中から 1

施設ずつの 4州合計 5施設を選定し、対象とする

ことを日本側では想定している。」と記載があり

ますが、HC、CHPS については、活動で対象と

する施設の全数は調査せず、1施設ずつをピック

アップして調査するという理解で相違ありませ

んでしょうか。 

また、アシャンティ州の HC、CHPSについては、

成果 1、2、4の対象施設、もしくは成果 3の対象

施設のいずれを対象とすることを想定されてい

ますでしょうか。 

 

・ HC、CHPS については、活動で対象とする施

設の全数は調査せず、各州 HC、CHPSをそれぞれ

1 施設ずつピックアップして調査するという想定

ですので、ご理解で相違ありません。以下のとお

り表記を見直しました（下線部）。「ベースライン

調査は、対象各州において対象の州・郡病院全て

と対象各州における対象の HCと CHPSの中から

それぞれ 1 施設ずつ 4 州合計 HC4 施設、CHPS4

施設を選定し、対象とすることを日本側では想定

している。」 

・成果 3 では特定の施設の対象は想定しておりま

せんので、成果 1、2、4 の対象施設の対象から選

定下さい。 

4.  （P26） 

（10）月次品質保証報

告に関する職員の能

力向上（活動 1-3に関

連） 

「CP の月次品質保証報告の担当者が講師とな

り、州保健局の医療情報官と品質管理者への簡易

勉強会をアクラで行い、適切かつ適時に報告書を

提出できるように能力強化を図る」とあります

が、“対象”州 4 州の保健局の医療情報官と品質管

理者に対して簡易勉強会を行うという理解に相

・「対象」州 4州の保健局の医療情報官と品質管理

者に対して簡易勉強会を行うという想定ですので

ご理解に相違ありません。 

・ GHS などの公的関連施設での開催を想定して

います。ただし、アクラの GHS 本部では、最大

10 人程度収容可能な会議室しかないため、アクラ開



違ありませんでしょうか？ 

これに関連して、アクラでの簡易勉強会の会場

は、GHS などの公的関連施設、または民間施設

を借用しての開催、いずれを想定されていますで

しょうか。必要経費の積算のため、ご教示いただ

けませんでしょうか。 

催で、それ以上の人数の場合には民間施設を借用し

ての開催となります。 

5.  （P26） 

（12）中央レベルから

コミュニティレベル

までのガーナケア品

質基準の研修の実施

（活動 1－4から 1－6

に関連） 

「活動 1-5、1-6 に関しては、活動 2-4、2-5 の

5S-KAIZEN-TQM研修を合わせて5日間程度の実

施期間を想定とする。」と記載がありますが、他

国の事例では、5S-KAIZEN-TQM研修に、通常 6

日間程度を要すると認識しています。2つの研修

を同時に行った場合、5日間程度の実施期間で、

それぞれ、どの程度の内容を含めることを想定さ

れていますでしょうか。 

5日間「程度」としていますので、5日以内に収め

ることが必須ということではありません。必要と

思われる日数と内容をプロポーザルにてご提案く

ださい。 

6.  （P26） 

（12）中央レベルから

コミュニティレベル

までのガーナケア品

質基準の研修の実施

（活動 1－4から 1－6

に関連）１） 

「既にガーナケア品質基準の研修を受けた GHS

職員から 5 名を選出してリフレッシャー研修を

行うこと。」と記載がありますが、このリフレッ

シャー研修は、どの程度の日数を想定されていま

すでしょうか。また、対象となる GHS職員 5名

が受けたガーナケア品質基準にかかる研修は何

日程度であったか、ご教示いただけませんでしょ

うか。 

ガーナケア品質基準にかかる研修は 3 日程度と伺

っており、リフレッシャー研修に関しては 2 日程

度を想定していますが、必要と思われる日数と内

容をプロポーザルにてご提案ください。 

7.  （P26） 

（12）中央レベルから

コミュニティレベル

までのガーナケア品

質基準の研修の実施

「選出された合計 5～8 名程度を州レベルのファ

シリテーターとして育成する。」と記載がありま

すが、各対象州あたり 5～8 名程度、対象 4 州全

体で合計 20～32 名程度を州レベルのファシリテ

ーターとして育成するという理解で相違ありま

「各対象州あたり 5～8名程度、対象 4州全体で合

計 20～32 名程度を州レベルのファシリテーター

として育成するという想定ですので、ご理解に相

違ありません。 



（活動 1－4から 1－6

に関連）２） 

せんでしょうか。 

8.  (P27) 

（12）中央レベルから

コミュニティレベル

までのガーナケア品

質基準の研修の実施

（活動 1－4から 1－6

に関連）２） 

「対象の各州・郡病院から 2～3 名程度、各

HC/CHPS から 1 名ずつ程度を対象として選出

し」と記載がありますが、各州・郡病院から 2～

3 名ずつ（1 病院あたり 2～3 名）、各 HC/CHPS

から 1名ずつ程度、つまり合計 16～19名程度選

出するという理解で相違ありませんでしょうか。 

各州・郡病院から 2～3名ずつ（1病院あたり 2～3

名）、各 HC/CHPSから 1名ずつ程度という理解

に相違ありませんが、24ページ（２）対象施設に

記載のとおり、対象施設数は、対象州ごとに 1州

病院、2郡病院、合計 10の HCと CHPSを「基本

とする」ということで、州によって施設数が変わ

ることも想定されます。この施設数が確定してい

るわけではありません。PDM上部に各対象州の州

病院・郡病院の目安数を記載しております。これ

により、合計人数は上下する可能性がありますが、

経費の積算という観点で申し上げれば対象 1州合

計 16～19名程度×4州分として計算頂いて問題あ

りません。 

9.  （P28） 

（18）質管理研修の計

画と実施（活動 2-3か

ら 2-5に関連） 

3）活動 2-5（第 2期も

継続）：州レベルのフ

ァシリテーターによ

る対象の医療施設へ

の質管理にかかる研

修の実施 

活動 2-5（第 2期も継続）：州レベルのファシリテ

ーターによる対象の医療施設への質管理にかか

る研修の実施の項で、「GHSはリッジ病院、ソガ

コペ郡病院、タマレ中央病院を既にモデル施設と

して 5S の導入を開始しているため、3 病院にお

いては、カイゼン研修からはじめること」とあり

ますが、ソガコペ郡病院は、ボルタ州の対象郡病

院のひとつとして選定済みという理解で相違な

いでしょうか。 

確定ではありませんが、成果 1 と 2 に関しては、

5S-KAIZEN-TQM 活動が進められているリッジ病

院、タマレ中央病院、ソガコペ郡病院の位置する

郡/自治区を対象とする想定でいます。その他予定

郡（施設）に関しては PDM上部をご参照下さい。 



10.  （P28） 

（16）カイゼン管理職

フォーラムの実施 

（活動 2-1 に関連） 

配布資料の PO案では、1期および 2期を通して

計 5回の開催が計画されているようです。企画競

争説明書では、1期に 1回開催するのみと判断い

たしました。 

プロジェクト期間を通して、1回の開催のみとの

理解に相違ありませんでしょうか。必要経費積算

のために、確認させていただけませんでしょう

か。 

PO案のとおり、1年に 1回の開催を想定していま

す。 

11.  （P28、P32） 

（19）国家品質調整委

員会の組織化とレビ

ュー会議の実施（活動 

2-10 に関連） 

（37）国家品質調整委

員 会 に よ る 

5S-KAIZEN-TQM 活

動のレビュー会議の

実施 

（活動 2-10 に関連） 

国家品質調整委員会の会議は、GHS などの公的

関連施設、または民間施設を借用しての開催、い

ずれを想定されていますでしょうか。必要経費の

積算のため、ご教示いただけませんでしょうか。 

GHSなどの公的関連施設での開催を想定していま

す。ただし、アクラの GHS 本部では、最大 10人

程度収容可能な会議室しかないため、アクラ開催で、

それ以上の人数の場合には民間施設を借用しての

開催となります。 

12.  （P29） 

（20）アシャンティ州

内の成果 3の対象郡・

施設の選定（活動 3-1、

3-2に関連） 

各対象郡において、どの程度の対象施設数（また、

施設レベル（郡病院、HC、CHPS）毎の内訳）を

選定することを想定されているでしょうか。必要

経費の積算のため、ご教示いただけませんでしょ

うか。 

成果 3では対象施設数を想定しておりません 

活動 3-1 では対象施設ではなく、母子保健関係の

保健医療従事者の各職種から研修対象者を選び、

活動 3-2 では活動 3-1 の研修受講者が所属する対

象施設を対象にモニタリング・スーパービジョン

を実施頂く想定です。 



13.  （P29） 

（21）栄養カウンセリ

ングサービス及びリ

スペストフル研修の

実施（活動 3-1に関連）

（第 2期も継続） 

「カスケード方式で1郡100名程度のヘルスワー

カーを対象として、1回 4日程度で各州都での研

修を行うことを想定する」とあります。恐らく「州

都（つまりクマシ）で実施」または「各郡都で実

施」と想定されるのですが、必要経費の積算のた

め、どちらなのかご教示いただけませんでしょう

か。 

「各郡都で研修を行うことを想定する」です。 

14.  （P29） 

（21）栄養カウンセリ

ングサービス及びリ

スペストフル研修の

実施（活動 3-1に関連）

（第 2期も継続） 

栄養カウンセリングサービス及びリスペクトフ

ル研修の内容や教材については、現行の「母子手

帳を通じた母子継続ケア改善プロジェクト」で開

発したものを必要最低限の見直しで、使用できる

ことを想定しているという理解で相違ないでし

ょうか。 

現行の「母子手帳を通じた母子継続ケア改善プロ

ジェクト」で開発したものを見直して頂くことに

なりますが、修正の程度は C/P との協議でご検討

頂くことになるかと思います。 

15.  （P29） 

（21）栄養カウンセリ

ングサービス及びリ

スペストフル研修の

実施（活動 3-1に関連）

（第 2期も継続） 

「現行プロジェクトで育成された州ファシリテ

ーターによる実施を想定。」と記載がありますが、

州ファシリテーターは何名程度を想定されてい

ますでしょうか。必要経費の積算のため、ご教示

いただけませんでしょうか。 

州レベルから郡レベルへの研修実施には 1 回につき

講師 2 名程度で、郡レベルから下位レベルへの研修

実施には、1回につき、育成された3名の郡ファシリテ

ーターが講師を行い、2 名の州ファシリテーターがス

ーパーバイザーとしてつくという想定です。必要と思

われる人数等ございましたらプロポーザルにてご

提案ください。 

16.  （P29） 

（23）選定された州で

のモニタリング・スー

パービジョンの実施

（活動 3-3に関連）（第

2期も継続） 

「基本的には、ガーナ全州（16 州）において、

モニタリング・スーパービジョンが実施されてい

る想定であるが、本事業で対象とする州について

は、CP と相談して年 2 州程度を選定すること」

とありますが、対象州については、本事業が対象

とする 4 州から 2 州を選定するのか、全国 16州

から 2 州を選定するのかご教示いただけません

・全国 16州から 2州を選定します。 

・他州フォローアップにつき、日本人専門家が同

行し技術的に支援するのは対象施設数を絞るな

ど、適切な実施方法につき、プロポーザルにてご

提案下さい。 

・活動 3-3 に対する日本側（プロジェクト側）の

費用負担は、保健セクター規定により支払い対象



でしょうか。 

 

関連して、全国 16 州から 2 州を選定する場合、

活動 3-2とは異なり、他州のフォローアップの場

合、日本人専門家が同行し技術的に支援するのは

対象施設数を絞るなど、実施する上での考え方が

ありましたら、ご教示いただけませんでしょう

か。 

 

また、活動 3-3に対する日本側（プロジェクト側）

の費用負担は、同行する日本人専門家の交通費の

みで、ガーナ側の実施費用は、全て先方負担との

理解に相違ありませんでしょうか。 

また、選定する 2州により、発生する交通費も異

なると考えますが、見積書に計上する必要経費

は、現時点で当方が想定する仮の州に基づき、積

算するということでよろしいでしょうか。 

となるガーナ側の実施費用を含みます。 

保健セクター規定の配布を希望される方は主管部メ

ールアドレス（Sasamoto.Kasumi@jica.go.jp）までご

連絡願います。 

 

17.  (P30)  

第 7条 業務の内容 

(25) リファラルに関

するガイドライン、標

準作業手順書及びツ

ールに関する簡易勉

強会（活動 4-2 に関

連） 

「対象の州・郡保健局、州・郡病院、HC、CHPS 

から 1 名ずつアクラに招集し、GHS が講師とな

って簡易勉強会を 1 回実施する。」とございます

が、アクラでの会場は、GHS などの公的関連施

設、または民間施設を借用しての開催、いずれを

想定されていますでしょうか。必要経費の積算の

ため、ご教示いただけませんでしょうか。 

 

・アクラの GHS 本部では、最大 10人程度収容可

能な会議室しかないため、アクラ開催で、それ以上の

人数の場合には民間施設を借用しての開催となりま

す。 

mailto:Sasamoto.Kasumi@jica.go.jp


18.  （P31） 

（31）中央レベルから

コミュニティレベル

までのガーナケア品

質基準の研修の実施 

「2期では研修対象者を各医療施設の母子保健関

係以外の部署から選出することで病院全体での

質管理活動を促進することが期待される」とあり

ますが、企画説明書の内容から、「ガーナ品質基

準」は、妊産婦・新生児、未熟児・病弱新生児、

思春期・子どものケアのために設定された品質基

準であると理解していますが、対象となる母子保

健関係以外の部署の職員について、具体的にどの

ような部署の職員を想定しているかご教示いた

だけませんでしょうか。 

表記を見直しました（下線部）。 

（３１）州レベルからコミュニティレベルまでの

ガーナケア品質基準/質管理の研修の実施（活動

1-6、活動 2-5に関連） 

ご指摘のとおりガーナケア品質基準については母

子保健関係以外の部署の職員は対象にならないた

め、1期～2期で活動 1-6と活動 2-5を併せてガー

ナケア品質基準と質管理に係る研修を母子保健関

係部署に実施頂き、母子保健関係部署をカバーで

き次第、2期の途中から活動 2-5質管理に関して母

子保健関係以外の部署に研修実施頂ければ良いか

と考えます。 

19.  （P31） 

（32）ガーナケア品質

基準にかかるモニタ

リング・スーパービジ

ョンの実施 

「コンサルタントは必要に応じて、モニタリン

グ・スーパービジョンに同行し、チェックリスト

の記載方法や効率的な実施に関して、技術的助言

を行うこと。また予算や COVID-19等の理由によ

り、定期的なモニタリングが実施されないことも

予測されるため、実施者や頻度に関する詳細は

CP と協議すること」と記載がありますが、この

モニタリング・スーパービジョンにかかるガーナ

側のコストは、GHS の負担との理解で相違あり

ませんでしょうか。 

モニタリング・スーパービジョンにかかるガーナ

側のコストは保健セクター規定により支払いの対

象となる場合、日本側（プロジェクト）負担とな

ります。 

20.  （P33） 

（ 38 ）州レベルの

5S-KAIZEN-TQM活動

のレビュー会議（活動

2-11に関連） 

「各対象州において対象の州・郡保健局から 3名

ずつ、州・郡病院から 3 名ずつの合計 12 名程度

を」と記載がありますが、対象郡は 2郡の想定で

あることから、合計 18 名程度となるとの理解で

相違ありませんでしょうか。 

ご理解のとおりです。なお、2 郡の場合は、合計

18名程度となりますが、質問 8での回答のとおり、

1 郡のみとなる州もありますので、あくまで合計

18名「程度」とお考え下さい。 



21.  （P33） 

（39）郡レベルでの

5S-KAIZEN-TQM活動

のレビュー会議（活動

2-12に関連） 

「既存のパフォーマンスレビュー会議へ

5S-KAIZEN-TQM 活動のレビューを組み込むこ

とを想定している」と記載がありますが、パフォ

ーマンスレビュー会議（年 2回、半年毎の実施と

理解）に組み込む場合、持続性等の観点から、レ

ビュー会議を四半期に 1回ではなく、半年毎、年

2回の実施と読みかえて提案することは可能でし

ょうか。 

活動前半では通常より回数を増やして実施した方

が良いとの GHSからの提案がありましたので、活

動前半には四半期毎、年 4 回、活動後半には半年

毎、年 2 回の実施としてレビュー会議に組み込む

ことを想定しています。 

22.  （P38） 

第４章 業務実施上の

条件 

（5）対象国の便宜供

与 

3) ローカルコストの

負担 

配布資料の R/D案では、「Local cost for transport 

in short distance, sitting allowance, and gratuity」

が先方政府の負担事項として記載がありますが、

下記についてご教示いただけませんでしょうか。 

 

 近距離の交通費について、距離など規定はあ

りますでしょうか。 

 「sitting allowance and gratuity」とあります

が、本案件の活動の中で、該当する特定の活

動（会議）などはありますでしょうか。本案

件で実施する予定の各種研修、勉強会などへ

の参加者の交通費、日当・宿泊費については、

日本側（プロジェクト側）で負担することに

なりますでしょうか。 

 各種研修や勉強会などへの参加者の交通費、

日当・宿泊費を日本側（プロジェクト側）で

負担する場合、現物給付または渡切となるの

か、また各基準額など規定がありましたら、

ご教示いただけませんでしょうか。 

・近距離の交通費について、距離など規定はあり

ますでしょうか。→保健セクター規定を共有致し

ます。なお、本規定は改訂の可能性がありますの

で、ご承知おき下さい。保健セクター規定の配布を

希 望 さ れ る 方 は 主 管 部 メ ー ル ア ド レ ス

（Sasamoto.Kasumi@jica.go.jp）までご連絡願いま

す。 

 

・基本的にカウンターパートに対する給与補填、

ワークショップへの参加費の提供、役員会・ステ

アリンコミッティー等への参加費の提供、講師謝

金の提供、コンサルタントフィーの提供は禁止さ

れています。そのため、「sitting allowance and 

gratuity」についても本案件の現時点の活動の中で、

該当する特定の活動（会議）はありません。 

旅費の提供については、共有する保健セクター規

定をご確認下さい。本案件で実施する予定の各種

研修、勉強会などへの参加者の交通費、日当・宿

泊費について、保健セクター規定により支払い対

mailto:Sasamoto.Kasumi@jica.go.jp


 関連して、「第 3章 特記仕様書案 第 6条 実

施方針及び留意事項 (2) 対象施設」にて、

「成果 2 と 4 に関連して、対象州での教育

病院の研修参加を想定する」とありますが、

教育病院からの研修参加者に対する交通費、

日当・宿泊費は、ガーナ側、日本側のどちら

の負担になりますでしょうか。 

 各種会議などでは、ガーナ国の慣例としてリ

フレッシュメントや昼食の提供は必要とな

りますでしょうか。 

 活動 1-5、活動 2-4 で実施する研修に、対象

州関係者をアクラに招聘する際に交通費を

日本側（プロジェクト側）で負担する場合、

各州からの移動手段は、陸路、空路のどちら

を想定されていますでしょうか。必要経費積

算のために、ご教示ください。 

象となる場合には、日本側（プロジェクト側）で

負担することになります。 

・各種研修や勉強会などへの参加者の交通費、日

当・宿泊費を日本側（プロジェクト側）で負担す

る場合、現物給付または渡切となるのか、また各

基準額など規定がありましたら、ご教示いただけ

ませんでしょうか。→保健セクター規定をご確認

下さい。 

・関連して、「第 3章 特記仕様書案 第 6条 実施

方針及び留意事項 (2) 対象施設」にて、「成果 2 

と 4 に関連する教育病院からの研修参加者に対

しても保健セクター規定で対象となる場合には交

通費、日当・宿泊費を日本側の負担とします。 

・各種会議などでは、ガーナ国の慣例としてリフ

レッシュメントや昼食の提供は必要です。 

・活動 1-5、活動 2-4で実施する研修に、対象州関

係者をアクラに招聘する際に交通費を日本側（プ

ロジェクト側）で負担します。ノーザン州とアシ

ャンティ州は空路、その他 2州からの移動手段は、

陸路を想定しています。 

23.  （P38） 

第４章 業務実施上の

条件 

（5）対象国の便宜供

与 

4) 供与機材調達 

「当該コンサルタントによる調達機材としては、

対象州病院、群病院につき合計 11,400 千円分、

対象 HC、CHPS につき合計 14,000 千円分を想

定している。」と記載がありますが、こちらは、

全て現地調達で、機材だけの価格を想定されてい

ますでしょうか。その場合、調達機材の対象施設

への輸送は日本側（プロジェクト側）で負担、ガ

こちらは、全て現地調達で、機材だけの価格を想

定しています。輸送については州保健局までの輸

送費用は日本側（プロジェクト側）で負担し、そ

れ以降は GHS負担を想定しています。 



 

ーナ側で負担、いずれを想定されていますでしょ

うか。 

24.  （P38） 

第４章 業務実施上の

条件 

（5）対象国の便宜供

与 

4) 供与機材調達 

「プロジェクト車両（4 台）を JICA 事務所にて

調達予定」とありますが、各車両の配置は、プロ

ジェクト事務所が設置される 3都市に、アクラ 2

台、クマシ 1台、タマレ 1台との想定になります

でしょうか。そのため、車両が配置される各都市

で運転手を傭上、プロジェクト事務所に配置する

との理解に相違ありませんでしょうか。 

 関連して、専門家等の移動は、アクラからクマ

シおよびアクラからタマレへは空路移動し、各州

内はプロジェクト車両での移動、またアクラから

ボルタ州へは陸路移動を基本とする考え方にな

りますでしょうか。 

・ご理解のとおり各車両の配置は対象州のプロジ

ェクト事務所が設置される 3都市に、アクラ 2台、

クマシ 1 台、タマレ 1 台の想定です。車両が配置

される各都市で運転手を傭上、プロジェクト事務

所に配置するとのご理解に相違ありません。 

・専門家等の移動は、基本的にアクラからクマシ

およびアクラからタマレへは空路移動し、各州内

はプロジェクト車両での移動、またアクラからボ

ルタ州へは陸路移動を基本とする考え方で問題あ

りません。 


